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１ 新型コロナウイルス感染症 

 

（１）本市のワクチン接種の準備状況 

 

（２）本市の感染者等の状況 

 

 

 

 

 

 

２ ８割の申請様式で押印が不要に 

～行政手続のデジタル化を推進～ 
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新型コロナウイルス感染症 

本市のワクチン接種の準備状況 

 

東京都から示された高齢者（６５歳以上）向けのワクチンの配布数及び配布時期に基づ

き、本市における接種方法と接種開始までのスケジュールについて報告する。 

 

１ 配布状況 

（１）４月５日の週に２箱 １，９５０回分 

※１箱は９７５回相当分・1瓶当たり５回分で換算 

（２）４月２６日の週に１箱  ９７５回分 

（３）これ以降の週については、国より順次配付され、６月末までにすべての高齢者向

けのワクチンが配付される予定 

２ 接種の日程 

No 接種日 時 間 会 場 予約可能数 

１ ４月１２日（月） 
９：００～ 

１７：００ 

市役所本庁舎 

１階ロビー 
1日各２５０回 

２ ４月１４日（水） 

９：３０～ 

１７：００ 

３ ４月１６日（金） 

４ ４月１９日（月） 

５ ４月２１日（水） 

６ ４月２３日（金） 

７ ４月２０日（火） １０：３０～ 

１８：３０ 

イトーヨーカドー 

南大沢店 
1日各２００回 

８ ４月２２日（木） 

※接種時間は休憩（１２：３０～１３：３０）を含む。 

３ 接種方法 公共施設等の会場に出向いて接種を受ける「集団接種」による。ご自身の

予定に合わせて、接種日・会場を選べる。 

今後、複数のワクチンが承認された場合は、医療機関でも接種できるよう

調整中 

４ 接種対象及び選定・申込方法 

（１）接種対象 令和３年度中に６５歳以上になる方（約１６万人） 

（２）発送方法 個人宛てに案内通知及びクーポン券を一斉に発送 

（３）選定方法 申込（先着順） 

（４）申込方法 インターネット、または専用のコールセンターへの電話による、予約 

         ※別紙のクーポン券（見本）を参照  
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５ 接種までのスケジュール 

（１）３月２９日（月）  案内通知及びクーポン券の発送 

（２）４月 ５日（月）  午前９時から予約開始（接種回数分に達し次第、終了） 

（３）４月１２日（月）～ 接種の開始 

６ 接種会場における手順 

（１）受付（クーポン券の提示） 

（２）医師による問診 

（３）ワクチンの接種 

（４）経過観察 

（５）接種済証の発行 

７ 今後の予定 

今後のワクチンの配布数に応じて、平日及び日曜日（小・中学校体育館３０校程度）

に会場を開設 

※平日の会場 ６会場（市役所本庁舎、八王子スクエアビル、石川市民センター、

イトーヨーカドー南大沢店、イーアス高尾、高尾の森わくわくビレッジ） 

８ その他 

接種の注意事項や接種の方法を案内する動画を制作し、４月に公開予定 

 

＜問い合わせ＞ 

（１～７について）新型コロナウイルスワクチン接種体制確保担当課長 武井 

                     電話０４２－６４５－５１１１ 

 

（８について）  都市戦略部広報課長 木村 電話０４２－６２０－７２２８    
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新型コロナウイルス感染症 本市の感染者等の状況 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関連した、本市の現時点における状況について 

報告する。 

 

 

１ 感染者の状況 （３月１６日現在） 

 

（１） 月別感染者数 

           （単位 人） 

3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

5 37 4 10 111 114 153 64 234 594 799 321 214 2,660 

 

 

（２） 年代別感染者数 

          （単位 人） 

10 歳

未満 
10代 20 代 30代 40代 50代 60 代 70代 80代 90代 

100 歳 

以上 
計 

62 187 606 343 447 384 222 196 153 57 3 2,660 

 

 

（３） 感染経路（渡航歴・接触歴） 

 （単位 人） 

あり 調査中・不詳 計 

1,435 1,225 2,660 

 

 

（４） 感染者経過 

    （単位 人） 

入 院※ 宿泊療養※ 自宅療養 
退院及び 

療養終了 
死 亡 計 

76 29 76 2,441 38 2,660 

    ※調整中を含む。 
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２ ＰＣＲ検査実績（３月１６日現在） 

 

実施 

場所 
区分 1～4月 5～8月 

9～12 月 1 月 2 月 3 月 計 

全体 
うち 

COCOA 
全体 

うち 

COCOA 
全体 

うち

COCOA 
全体 

うち

COCOA 
全体 

うち 

COCOA 

保
健
所 

検査数 307 1,327 3,391 381 1,314 17 596 3 456 0 7,391 401 

結
果 

陽性 27 82 350 0 215 0 93 0 49 0 816 0 

陰性 280 1,245 3,041 381 1,099 17 503 3 407 0 6,575 401 

陽性率 8.8％ 6.2％ 10.3％ ― 16.4% ― 15.6% ― 10.7% ― 11.0% ― 

Ｐ
Ｃ
Ｒ
外
来 

検査数  749 527  174  117  49  1,616  

結
果 

陽性  38 71  33  11  4  157  

陰性  711 456  141  106  45  1,459  

陽性率  5.1% 13.5％  19.0%  9.4%  8.2%  9.7%  

 

＊「保健所」は、原則として帰国者や濃厚接触者など保健所が検査が必要と判断し、東京都健康安全研究

センター等にて実施した件数（5月 29日以降、濃厚接触者は全員ＰＣＲ検査の対象となった。） 

＊「ＣＯＣＯＡ」は、新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の陽性者との接触通知を受け、 

ＰＣＲ検査を希望する市民を対象として検査した件数 

＊「ＰＣＲ外来」は、かかりつけ医から紹介された一般の方を、専門外来で検体採取した件数 

 

 

＜問い合わせ＞ 

（感染者数や検査の状況等について） 

健康部保健対策課長 福島 電話０４２－６４５－５１９５ 

 

（２の「ＰＣＲ外来」について） 

医療保険部地域医療体制整備担当課長 菅野 電話０４２－６２０－７４７３ 
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八王子市の感染者数の推移



 

                

８割の申請様式で押印が不要に 

行政手続のデジタル化を推進 

行政手続の簡素化とデジタル化を進めることで、市民の負担を軽減し、利便性の向

上を図るため、市役所に提出する申請書等における押印を見直す。 

この見直しにより、約４，０００ある申請書等の８割にあたる約３，３００の申請

書等について、押印がなくても手続きできるようになる。 

１ 今回の見直しで押印が不要となる様式数  ２，５２２件 

※令和３年（２０２１年）２月１２日時点の数値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 今回の見直しで押印が不要となる主な様式 

・ 町会補助関係書類（協働推進課） 

・ 行政財産使用許可申請書（資産管理課） 

・ 法人市民税申告書（住民税課） 

 

※ 引き続き押印が必要となる主な様式 

・ 婚姻届 

・ 出生届 

・ 契約書・協定書 

・ 見積書等の契約関係書類 

 

３ 今後のスケジュール 

令和３年（２０２１年）２～９月を見直し期間とし、原則令和３年（２０２１年）

４月から運用を開始する。条例・規則改正を伴うものは、順次公布・施行。 

 

＜問い合わせ＞ 行財政改革部行革推進課長 渡邊 電話０４２－６２０－７４２３ 
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今回の見直しで押印

が不要となる様式

2,522件 63%

以前から押印が不

要である様式, 

780件 20%

引き続き押印が必

要となる様式, 

685件 17%
全体の約８割の様式で押印が 

不要に！ 

全3,987件 


